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第一 基本的な考え方 
 高齢化社会の到来等社会経済情勢の変化に相応し、公的年金制度全体の長期的安定と整

合性ある発展を図るため、共済年金制度についても公的年金制度の一元化を展望しつつ改

革を進める必要がある。 
 また、共済年金制度は、職務の能率的運営に資するという公務員制度等の一環ともなっ

ており、この面にも配慮した制度改革が必要である。 
 更に、各制度の創設の経緯、沿革等からくる現行公的年金制度間の制度内容の相違等か

ら生じている制度間格差等の議論にも応える必要がある。 
 このため、共済年金制度についても、全国民に共通する基礎年金を導入し、この上に厚

生年金相当部分、職域年金相当部分をそれぞれ勘案しつつ公的年金制度の整合性を図るこ

とができるように、原則として、以下の方向で所得比例年金を設計する。 

 
第二 制度改革の内容 
一、組合員 
（1） 組合員の資格 
  職員である間は、組合員とする。 
（2） 組合員期間 
  組合員期間は、月単位で計算する。 

 
二、共済年金の給付 
（1） 給付の種類等 
  イ 共済組合が支給する年金は、老齢共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金とす

る。 
    なお、現行の減額退職年金制度は、支給開始年齢の引上げに沿った経過措置を設

けて廃止する。 
  ロ 各共済年金は、原則として、各基礎年金の支給を受けることができる場合に支給

する。 



（2） 年金額の算定基礎額 
   年金額の算定基礎額は次による。 
   国共済等………全期間平均標準報酬月額 
   地共済………給料月額×補正率の全期間平均 
 ただし、法施行前の期間については、法施行目前五箇年間の俸給月額の平均額に厚生

年金の水準を考慮した補正率を乗じて得た額を平均標準報酬等とみなす。 
（3） 老齢共済年金 
  イ 支給要件 
   老齢共済年金は、六十五歳以上であり、かつ、退職している者に支給する。 
  ロ 支給額 
   ①の額に②の額を加算した額とする。 
   ① 算定基礎額×7.5/1,000×組合員期間 
   ② 算定基礎額×1.5/1,000（組合員期間二十五年未満の者は 0.75/1,000×組合員期

間） 
   なお、①の支給乗率（7.5/1,000）は、厚生年金の経過措置に合わせ、施行日におけ
る年齢に応じ二十年をかけて、10/1,000 から 7.5/1,000 に逓減させ、これに伴って、
②の支給乗率（1.5/1,000）を 0.5/1,000から 1.5/1,000に逓増させる。 

  また、施行日に四十歳以上の者については、従前の定額部分について経過的な加算

を行う。 
   ただし、②により計算した額については、当該組合が長期給付の財政調整事業の対

象になっている間は支給しないものとする。（障害共済年金、遺族共済年金についても

同じ。） 
 （注）②の職域年金相当部分については、この方法等によって上記のただし書の適用が

可能かどうかについて法制的に検討し、不可能な場合は別建ての年金として設計する。 
ハ 加給年金 

   組合員期間が二十年以上の者が老齢共済年金の受給権を得たときに、その者が生計

を維持している配偶者又は子があるときは、加給年金を支給する。 
   ① 配偶者（六十五歳に達するまでの間に限る。） 
          一八万円（月額一万五〇〇〇円） 
   ② 子（十八歳未満又は一・二級障害程度の二十歳未満の子に限る。） 
    第一子・第二子 一八万円 （月額一万五〇〇〇円） 
    第三子以降    六万円 （月額  五〇〇〇円） 
ニ 老齢共済年金の特別支給 

   ① 老齢基礎年金の受給資格を満たしている者のうち、退職している者又は標準報

酬等の額が一定額以下の組合員で六十歳以上のものについては、六十五歳に達す

るまで、独自給付として老齢共済年金を支給する。 



     なお、上記の「六十歳」については、定年退官の自衛官は五十五歳とし、それ

以外の者は現行の経過措置を昭和七十年を目途に短縮して六十歳に引き上げる。 
   ② 特別支給の老齢共済年金の額は、退職している者については老齢共済年金の額

に本人の老齢基礎年金相当額（経過的加算を含む。）及び加給年金の額を加えた額

とし、組合員である者については厚生年金の低所得在職者の特別支給制度に準じ、

加算分を除いた額の一部に相当する額とする。 
   ③ 六十五歳以上の組合員で標準報酬等の額が一定額以下の者についても、老齢共

済年金の一部に相当する額を特別支給として支給する。 
ホ 老齢共済年金の支給停止 

    老齢共済年金の受給権者が他の公的な被用者年金制度の被保険者等となった場合

に、その者の年金以外の給与所得の額（諸控除後の額）が一定額以上のときは、加

算分を除いた老齢共済年金の一部を支給停止する。 
（4） 障害共済年金 

イ 支給要件 
   障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により一定の障害状態（一

～三級）に該当することとなったときに支給する。 
ロ 支給額 

   ①の額に②の額を加算した額とする。 
   ① 算定基礎額×7.5/1,000×組合員期間 （三〇〇月未満は三〇〇月） 
   ② 算定基礎額×1.5/1,000×組合員期間 （三〇〇月未満は三〇〇月） 
   ただし、一級障害の場合は、上記のそれぞれの額に 125/100を乗じた額とする。 
ハ 加給年金 

    一・二級の障害共済年金受給権者にその者が生計を維持している六十五歳未満の

配偶者があるときは、その配偶者が六十五歳に達するまでの間、加給年金を支給す

る。 
ニ 事後重症制度 

    六十五歳に達するまでの間に障害等級表に定める障害の状態に該当するに至った

者については、その時から障害共済年金を支給する。 
ホ 障害共済年金の支給停止 

   ① 在職中の支給停止 
     障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、その間、支給を停止する。 
     ただし、標準報酬等が一定額以下の者については、老齢共済年金に準じ、加算

分を除いた障害共済年金の一部に相当する額に加給年金を加えた額を支給する。 
   ② 他制度の被保険者等に対する支給停止 
     障害共済年金の受給権者が他の公的な被用者年金制度の被保険者等となった場

合に、その者の年金以外の給与所得の額（諸控除後の額）が一定額以上のときは、



加算分を除いた障害共済年金の一部を支給停止する。 
へ 公務による障害の特例 

   ① 年金額 
    公務により一定の障害状態になった場合における障害共済年金の加算額は、 
    算定基礎額×{20/100（一級障害は 150/100）を乗ずる）×12月 

＋1.5/1,000（一級障害は 125/100を乗ずる） 
×（組合員期間（300月未満は 300月）-300月）} 

   とする。 
    なお、障害基礎年金及び加算額を除いた障害共済年金の額をも勘案しつつ、現行

の公務障害年金の最低保障額に準じた最低保障額を設ける。 
   ② 国家公務員災害補償法等との調整 
     障害共済年金の公務による加算額の受給権者が国家公務員災害補償法の規定に

よる障害補償年金等を受けることができるときの加算額は、①の加算額から次の

額を控除した額とする。 
    算定基礎額×20/100（一級障害は 150/100を乗ずる）×12月 
（5） 遺族共済年金 
  イ 支給要件 
 ① 老齢共済年金の受給資格を満たした者の死亡 

   ② 組合員である間の死亡 
   ③ 組合員であった間に初診日がある傷病による退職後五年以内の死亡 
   ④ 一・二級障害共済年金受給権者の死亡 
  ロ 支給額 
   ① イの①の場合 老齢共済年金（加給年金を除く。）×3/4 
   ② ①以外の場合 (一）の額に（二）の額を加算した額とする。 
   （一） 算定基礎額×7.5/1,000×組合員期間×3/4 （300月末満は 300月） 
   （二） 算定基礎額×1.5/1,000×組合員期間×3/4 （300月未満は 300月） 

ハ 中高齢寡婦の加算 
  ① 中高齢 （四十歳以上） の寡婦には、六十五歳に達するまで、四五万円 （月

額三万七五〇〇円）を支給する。 
     なお、現行の寡婦加算は廃止する。 
   ② 施行日に三十歳以上である者が寡婦になった場合には、六十五歳以後、経過的

な加算（三十年かけて四五万円から○円に逓減）を行う。 
ニ 遺族の範囲等 

    遺族の範囲等については、原則として、現行どおりとする。 
ホ 公務による死亡の特例 

   ① 年金額 



     公務により死亡した場合における遺族共済年金の加算額は、 
     算定基礎額×3.375/1,000×組合員期間（三〇〇月末満は三〇〇月）とする。 

なお、遺族基礎年金及び加算額を除いた遺族共済年金の額をも勘案しつつ、現

行の公務遺族年金の最低保障額に準じた最低保障額を設ける。 
   ② 国家公務員災害補償法等との調整 
     遺族共済年金の公務による加算額の受給権者が国家公務員災害補償法の規定に

よる遺族補償年金等を受けることができるときの加算額は、①の加算額から次の

額を控除した額とする。 
      算定基礎額×3.375/1,000×三〇〇月 
（6） 給付制限 
   公務員等である組合員又は組合員であった者が停職以上の処分を受けたときは、共

済年金の加算分の全部又は一部の支給停止を行う。 

 
三、併給調整 
 各共済年金制度内及び各被用者年金制度間において、同一人に二以上の種類の年金の受

給権が発生した場合等は、本人の選択により、一の年金を支給する等所要の調整を図る。 

 
四、費用負担 
 （1） 共済年金の給付に要する費用は、組合員と事業主の折半による負担とし、世代

間の公平等を配慮しつつ、適正な水準のものとする。 
    なお、公務に係る給付並びに恩給及び旧法期間に係る給付についての負担は、現

行どおりとする。 
 （2） 積立金の運用は、現行の考え方により運用する。 

 
五、年金額の改定 
  年金額は、消費者物価による自動スライド方式により改定を行う。 


